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(57)【要約】
　ワイヤレスネットワークにおいてアクセスポイントを
発見するシステムおよび方法が開示される。一実施形態
では、ネットワークアクティビティがないとき、ワイヤ
レスネットワークのアクセスポイントはスリープモード
にされる場合がある。通常、そのようなスリープしてい
るアクセスポイントはビーコン信号を送出していないの
で、リモートデバイスは、そのアクセスポイントを発見
することができない。本開示の例示的な実施形態は、ウ
ェイクアップ信号をアクセスポイントに送信する場合が
あるリモートデバイスを提供する。リモートデバイスか
らウェイクアップ信号を受信すると、アクセスポイント
は、アクセスポイントへのリモートデバイスの登録を開
始するために、ビーム形成されたビーコン信号をリモー
トデバイスに送信し始める。スリープしているアクセス
ポイントをウェイクする方法を提供することによって、
ワイヤレスネットワークは、電力を節約し、電磁干渉を
低減すると同時に、効率的に確立され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムであって、
　リモートデバイス(RD)であって、
　　約60GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、
　　ユーザインターフェースと、
　　前記RDワイヤレストランシーバおよび前記ユーザインターフェースに動作可能に結合
されるRD制御システムと
　を備えるリモートデバイス(RD)と、
　アクセスポイント(AP)であって、
　　約60GHzで動作し、事前定義されたプロトコルを使用して前記RDワイヤレストランシ
ーバと通信するように構成されるAPワイヤレストランシーバと、
　　前記APワイヤレストランシーバに動作可能に結合され、前記APをスリープモードにす
るように構成されるAP制御システムと
　を備えるアクセスポイント(AP)と
を備え、
　前記RD制御システムは、ウェイクアップ信号を受信すると、前記APが前記APへの前記RD
の登録を開始するためにビーム形成されたビーコン信号を前記RDに送信し始めるように、
前記RDワイヤレストランシーバを介して前記ウェイクアップ信号を前記APに送信するよう
に構成される、通信システム。
【請求項２】
　前記RDワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作する、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記APが電源を備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記電源がバッテリーである、請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
　前記AP制御システムが、前記APワイヤレストランシーバに、前記ウェイクアップ信号の
受信後のある時間期間の間、無指向性ビーコン信号を送信させるように構成される、請求
項1に記載のシステム。
【請求項６】
　前記RDが、前記APへの前記RDの前記登録の後に、前記APを使用するように構成される、
請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
　ワイヤレス通信システムのためのアクセスポイント(AP)であって、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するAPワイヤレストランシーバと、
　前記APワイヤレストランシーバに動作可能に結合されるAP制御システムであって、
　　通常動作モードの間に潜在的なクライアントデバイスの位置を特定するために無指向
性ビーコン信号を送信し、
　　非アクティビティ期間の後に前記APの電力消費要素をスリープモードにし、
　　前記スリープモードである間に潜在的なクライアントデバイスから信号を受信し、
　　前記信号の受信に応答して前記スリープモードからウェイクアップし、
　　サービス記述を有するプローブを前記潜在的なクライアントデバイスに向ける
　ように構成されるAP制御システムと
を備えるAP。
【請求項８】
　前記APワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作する、請求項7に記載のAP。
【請求項９】
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　電源をさらに備える、請求項7に記載のAP。
【請求項１０】
　前記電源がバッテリーである、請求項9に記載のAP。
【請求項１１】
　前記AP制御システムが、前記APワイヤレストランシーバに、前記ウェイクアップ信号の
受信後のある時間期間の間、前記通常動作モードで無指向性ビーコン信号を送信させるよ
うに構成される、請求項7に記載のAP。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信システムのためのリモートデバイス(RD)であって、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、
　RDユーザインターフェースと、
　前記RDワイヤレストランシーバおよび前記RDユーザインターフェースに動作可能に結合
されるRD制御システムであって、
　　アクセスポイント(AP)から無指向性ビーコン信号を受信し、
　　前記APがスリープモードである間に信号を前記APに送信し、
　　前記信号に応答して前記APから指向性プローブを受信する
　ように構成されるRD制御システムと
を備える、RD。
【請求項１３】
　前記RDがモバイル端末を含む、請求項12に記載のRD。
【請求項１４】
　前記モバイル端末がスマートフォンを含む、請求項13に記載のRD。
【請求項１５】
　前記RDワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１６】
　前記RD制御システムが、前記指向性プローブの受信後に、前記APへの前記RDの登録を実
施するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１７】
　前記信号がDMG信号を含む、請求項12に記載のRD。
【請求項１８】
　前記RD制御システムが、前記ユーザインターフェースを介して受信されたユーザ入力に
応答して、前記信号を送信するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１９】
　前記RD制御システムが、前記信号を周期的に送信するように構成される、請求項12に記
載のRD。
【請求項２０】
　通信ネットワークを確立する方法であって、
　非アクティビティ期間の後にアクセスポイント(AP)の電力消費要素をスリープモードに
するステップと、
　前記スリープモードである間に潜在的なクライアントリモートデバイス(RD)から信号を
受信するステップと、
　前記信号の受信に応答して前記スリープモードからウェイクアップするステップと、
　サービス記述を有するプローブを前記潜在的なクライアントRDに向けるステップと、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで前記APと前記潜在的なクライアントRDと
の間の通信を可能にするステップと
を含む方法。
【請求項２１】
　前記事前定義されたプロトコルがInstitute of Electrical and Electronics Engineer
s(IEEE)802.11adプロトコルを含む、請求項20に記載の方法。
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【請求項２２】
　前記スリープモードからウェイクアップした後に前記APから無指向性ビーコン信号を生
成するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権主張
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、2014年3月5日に出願された
“SYSTEMS AND METHODS TO DISCOVER ACCESS POINTS (AP) IN WIRELESS NETWORKS”と題
する米国特許出願第14/197,875号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示の技術は一般に、リモートデバイスとアクセスポイントとの間の通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレスネットワーク規格が普及するにつれて、比較的小さいフットプリントを有す
るワイヤレスネットワークはますます一般的になっている。たとえば、今では、多くの家
庭が、Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)802.11規格のうちの1
つで動作するWiFi(登録商標)ネットワークを有している。同様に、BLUETOOTH(登録商標)
ネットワークは、スマートフォンまたはオーディオプレーヤとヘッドセットとの間などの
短距離ワイヤレスネットワークを可能にする。
【０００４】
　ワイヤレスギガビットアライアンス(WiGig)は、特にIEEE802.11adを推進するために、6
0GHz前後で動作するマルチギガビット速度のワイヤレス通信技術を開発し、その採用を推
進してきた事業者団体であった。WiGigは、2013年3月にWiFiアライアンスによって吸収さ
れた。しかしながら、WiFiアライアンスは依然として、WiGigの名前で60GHz通信を推進し
ている。当の周波数が壁を通り抜けて伝搬することはめったにないので、そのような通信
は通常、短距離(たとえば、部屋の大きさ)である。
【０００５】
　従来のWiGigネットワークでは、アクセスポイントは、アクセスポイントの存在に関し
て潜在的なクライアントリモートデバイスに警告するために、ビーコン信号を継続的に送
信する。そのようなアクセスポイントは通常、壁コンセントを介して電力供給されるが、
そのような継続的な送信は、電気代を増大させる不要な電力を消費し、アクセスポイント
がバッテリー動作である状況では、そのような継続的な送信は、バッテリーを急速に消耗
する。別の問題として、そのような継続的な送信は、他のネットワークおよびデバイスに
対する電磁干渉(EMI)の問題を引き起こす場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明を実施するための形態において開示する実施形態は、ワイヤレスネットワークにお
いてアクセスポイント(AP)を発見するためのシステムおよび方法を含む。例示的な実施形
態では、ネットワークアクティビティがないとき、ワイヤレスネットワークのAPはスリー
プモードにされる場合がある。通常、そのようなスリープしているAPはビーコン信号を送
出していないので、リモートデバイス(RD)は、そのAPを発見することができない。本開示
の例示的な実施形態は、ウェイクアップ信号をAPに送信する場合があるRDを提供する。RD
からウェイクアップ信号を受信すると、APは、APへのRDの登録を開始するために、ビーム
形成されたビーコン信号をRDに送信し始める。スリープしているAPをウェイクする方法を
提供することによって、ワイヤレスネットワークは、電力を節約し、電磁干渉を低減する
と同時に、効率的に確立され得る。
【０００７】
　この点について、一実施形態では、通信システムが開示される。通信システムは、約60
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GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、ユーザインターフェースと、RDワイヤレス
トランシーバおよびユーザインターフェースに動作可能に結合されるRD制御システムとを
備えるRDと、APとを備える。APは、約60GHzで動作し、事前定義されたプロトコルを使用
してRDワイヤレストランシーバと通信するように構成されるAPワイヤレストランシーバを
備える。APはまた、APワイヤレストランシーバに動作可能に結合され、APをスリープモー
ドにするように構成されるAP制御システムを備え、RD制御システムは、ウェイクアップ信
号を受信すると、APがAPへのRDの登録を開始するためにビーム形成されたビーコン信号を
RDに送信し始めるように、RDワイヤレストランシーバを介してウェイクアップ信号をAPに
送信するように構成される。
【０００８】
　別の実施形態では、ワイヤレス通信システムのためのAPが開示される。APは、事前定義
されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するAPワイヤレストランシーバと、APワイヤレ
ストランシーバに動作可能に結合されるAP制御システムとを備える。AP制御システムは、
通常動作モードの間に潜在的なクライアントデバイスの位置を特定するために無指向性ビ
ーコン信号を送信し、非アクティビティ期間の後にAPの電力消費要素をスリープモードに
するように構成される。AP制御システムはまた、スリープモードである間に潜在的なクラ
イアントデバイスから信号を受信し、信号の受信に応答してスリープモードからウェイク
アップし、サービス記述を有するプローブを潜在的なクライアントデバイスに向けるよう
に構成される。
【０００９】
　別の実施形態では、ワイヤレス通信システムのためのRDが開示される。RDは、事前定義
されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、RDユーザイ
ンターフェースと、RDワイヤレストランシーバおよびRDユーザインターフェースに動作可
能に結合されるRD制御システムとを備える。RD制御システムは、APから無指向性ビーコン
信号を受信し、APがスリープモードである間に信号をAPに送信し、信号に応答してAPから
指向性プローブを受信するように構成される。
【００１０】
　別の実施形態では、通信ネットワークを確立する方法が開示される。方法は、非アクテ
ィビティ期間の後にAPの電力消費要素をスリープモードにするステップと、スリープモー
ドである間に潜在的なクライアントRDから信号を受信するステップと、信号の受信に応答
してスリープモードからウェイクアップするステップとを含む。本方法はまた、サービス
記述を有するプローブを潜在的なクライアントRDに向けるステップと、事前定義されたプ
ロトコルにおいて約60GHzでAPと潜在的なクライアントRDとの間の通信を可能にするステ
ップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】リモートデバイスと通信する例示的なアクセスポイントの簡略ブロック図である
。
【図２】アクセスポイントとリモートデバイスとの間のワイヤレスリンクを確立するため
の従来のプロセスの簡略フローチャートである。
【図３】アクセスポイントがスリープにされる場合がある例示的なプロセスを示すフロー
チャートである。
【図４】リモートデバイスがアクセスポイントをスリープモードからウェイクし得るプロ
セスの例示的な実施形態のフローチャートである。
【図５】通信リンクがリモートデバイスとアクセスポイントとの間で確立したときの、リ
モートデバイスとアクセスポイントとの間の信号チャートの例示的な実施形態である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に図面を参照しながら、本開示のいくつかの例示的な実施形態について説明する。「
例示的な」という言葉は、本明細書では「例、事例、または例示として役立つ」ことを意
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味するように使用される。「例示的な」として本明細書で説明するいかなる実施形態も、
必ずしも他の実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
【００１３】
　発明を実施するための形態において開示する実施形態は、ワイヤレスネットワークにお
いてアクセスポイント(AP)を発見するシステムおよび方法を含む。例示的な実施形態では
、ネットワークアクティビティがないとき、ワイヤレスネットワークのAPはスリープモー
ドにされる場合がある。通常、そのようなスリープしているAPはビーコン信号を送出して
いないので、リモートデバイス(RD)は、そのAPを発見することができない。本開示の例示
的な実施形態は、ウェイクアップ信号をAPに送信する場合があるRDを提供する。RDからウ
ェイクアップ信号を受信すると、APは、APへのRDの登録を開始するために、ビーム形成さ
れたビーコン信号をRDに送信し始める。スリープしているAPをウェイクする方法を提供す
ることによって、ワイヤレスネットワークは、電力を節約し、電磁干渉を低減すると同時
に、効率的に確立され得る。
【００１４】
　本開示はバッテリー電源式であるAPにとって特に有用であるが、壁コンセントから電力
供給されるAPでの電力節約も本開示の実施形態の使用を正当化する場合がある。いずれの
場合も、RDはスマートフォンまたはタブレットデバイスなどのモバイル端末であってもよ
い。
【００１５】
　この点について、図1は、本開示の例示的な実施形態による通信ネットワーク10のブロ
ック図である。通信ネットワーク10は、約60GHzで事前定義されたプロトコルを介してリ
モートデバイス14と通信するアクセスポイント12を含み得る。例示的な実施形態では、事
前定義されたプロトコルはWiGigプロトコルまたは802.11adプロトコルである。アクセス
ポイント12は、電力を制御システム18およびワイヤレストランシーバ20に与える電源16を
含み得る。ワイヤレストランシーバ20は、無指向性信号24ならびにビーム形成された信号
24'を送信するために、アンテナ22を使用して事前定義されたプロトコルに従って動作す
る。よく理解されるように、制御システム18は、局管理エンティティ(SME:station manag
ement entity)(図示せず)を含み得るか、またはそれと通信し得る。例示的な実施形態で
は、電源16はバッテリーであってもよい。代替的に、電力は、適切な変圧器および調整器
を有する壁コンセントを介して電源16に供給される場合がある。
【００１６】
　引き続き図1を参照すると、リモートデバイス14は、スマートフォン、タブレット、ラ
ップトップコンピュータなどのモバイル端末であってもよい。リモートデバイス14は、キ
ーボード、ディスプレイ、タッチスクリーン、スピーカー、マイクロフォン、ならびに/
または同様の非一時的ハードウェアベース入力要素および出力要素を含み得る、ユーザイ
ンターフェース26を含み得る。リモートデバイス14は、ユーザインターフェース26に動作
可能に結合される制御システム28をさらに含み得る。制御システム28はさらに、アンテナ
32とともに、セルラープロトコル(たとえば、高度移動電話システム(AMPS)、デジタルAMP
S(D-AMPS)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))、ロングタームエボリュ
ーション(LTE)、符号分割多元接続(CDMA)、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))など)に従って
動作するセルラーワイヤレストランシーバ30に動作可能に結合される場合がある。制御シ
ステム28はさらに、アンテナ36を介して約60GHzで動作するように構成されるリモートデ
バイスワイヤレストランシーバ34に動作可能に結合される場合がある。いくつかのリモー
トデバイスでは、アンテナ36は(たとえば、ボウタイ-メアンダアンテナまたは他のデュア
ルモードアンテナを介して)アンテナ32と同じであってもよいことに留意されたい。
【００１７】
　通常動作では、アクセスポイント12は、無指向性ビーコン信号24を介して、その存在を
リモートデバイス14などのリモートデバイスに告知する。プロトコルが指示するやり取り
は通信リンクを確立し、次いで、通信はビーム形成された信号24'上で実施される。この
点について、図2は、通信ネットワーク10が確立される従来のプロセス40を示す例示的な
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フローチャートを示している。プロセス40は、アクセスポイント12が無指向性ビーコン信
号24を送信することから開始する(ブロック42)。リモートデバイス14がビーコンを受信す
る(ブロック44)。リモートデバイス14が、リモートデバイス14がアクセスポイント12の範
囲内であることを示す応答を送信する(ブロック46)。次いで、アクセスポイント12が、利
用可能な能力(たとえば、WiGigバス拡張(WBE)対応、SoftAP、P2P GOなど)を記述するサー
ビス記述を有するプローブ要求を送信する(ブロック48)。プローブ要求はビーム形成され
た信号24'を介してもよい。通信リンクが確立され、通信が発生する(ブロック50)。代替
実施形態では、リモートデバイス14の応答(ブロック46)は、通信用のリンクを確立するた
めにアクセスポイント12が応答するプローブ要求である。
【００１８】
　上述のように、通常動作では、アクセスポイント12が通信ネットワーク10を形成するた
めのその利用可能性をブロードキャストするとき、アクセスポイント12は無指向性ビーコ
ン信号24を継続的に送信し得る。電源16が壁コンセントからのものであるとき、そのよう
な電力消費は施設の電気代を増大させる場合がある。電源16がバッテリーであるとき、そ
のような継続的なブロードキャスティングはバッテリーを急速に消耗させ、再充電を必要
とするかまたはアクセスポイント12を動作不能にする場合がある。したがって、本開示の
第1の実施形態は、アクセスポイント12がアイドルモードまたはスリープモードに置かれ
る場合があることを企図する。
【００１９】
　この点について、本開示は、アクセスポイント12をスリープモードまたはアイドルモー
ドにすることによって電力を節約する技法を提供する。図3は、アクセスポイント12がス
リープモードまたはアイドルモードにされる場合があるプロセス60を示している。プロセ
ス60は、アクセスポイント12が電源投入されることから開始する(ブロック62)。アクセス
ポイント12が無指向性ビーコン信号24をブロードキャストする(ブロック64)。制御システ
ム18が、応答があるかどうかを判断する(ブロック66)。応答がある場合、アクセスポイン
ト12がリンクを確立し、通信が発生する(ブロック68、図2のブロック50も参照されたい)
。しかしながら、ブロック66において応答が受信されなかった場合、制御システム18は、
最後の応答または最後の通信が発生してから、事前定義されたしきい値以上の時間が経過
したかどうかを判断する(ブロック70)。しきい値を越えていない場合、プロセスは無指向
性信号24の連続的なブロードキャストを繰り返す(ブロック64)。しかしながら、しきい値
を越えた場合、制御システム18はスリープモードまたはアイドルモードにされる(ブロッ
ク72)。よく理解されるように、スリープモードまたはアイドルモードでは、制御システ
ム18およびトランシーバ20内のほとんどの処理機能が無効化され、電力はそのような無効
化された要素によって消費されない。
【００２０】
　アクセスポイント12をスリープモードまたはアイドルモードにすることは電力を節約す
るのに役立つとともにEMIを低減し得るが、単にアクセスポイント12をスリープモードま
たはアイドルモードに置くことは不完全な解決策である。具体的には、リモートデバイス
14が通信範囲内であるときにアクセスポイント12をウェイクする方法が必要である。本開
示の実施形態は、この必要性に対する解決策も提供する。例示的な実施形態では、アクセ
スポイント12は、無指向性ビーコン信号24を送信することなしに、入ってくる通信をリッ
スンし続ける。リモートデバイス14は、ウェイクアップ信号をアクセスポイント12に送信
するようにプログラムされ、ウェイクアップ信号は、リッスンしているアクセスポイント
12によって聞かれる。ウェイクアップ信号を受信した後、アクセスポイント12がウェイク
アップし、通常動作を開始する。
【００２１】
　この点について、図4は、リモートデバイス14がスリープしているアクセスポイント12
をウェイクアップし得る例示的なプロセス80を示している。プロセス80は、リモートデバ
イス14がアクセスポイント12からの無指向性ビーコン信号24をスキャンすることから開始
する(ブロック82)。制御システム28が、タイムアウトが発生したかどうかを判断する(ブ
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ロック84)。ブロック84に対する回答がNoであり、タイムアウトが発生していなかった場
合、制御システム28はワイヤレストランシーバ34をチューニングし(ブロック86)、ウェイ
クアップ信号を送信する(ブロック88)。例示的な実施形態では、ウェイクアップ信号は、
ユーザインターフェース26を介して接続するコマンドを入力することなどによって、リモ
ートデバイス14のユーザによって開始される。代替的に、リモートデバイス14は、近接し
たアクセスポイント12が存在するかどうかを確かめるために、ウェイクアップ信号を周期
的に送信する場合がある。しかしながら、そのような周期的なシグナリングは、リモート
デバイス14に関連付けられたバッテリーを使い果たす場合がある。例示的な実施形態では
、ウェイクアップ信号は、IEEE802.11adの下で定義されたダイレクトマルチギガヘルツ(D
MG:direct multi gigahertz)ビーコンである。リッスンしているアクセスポイント12が範
囲内に存在する場合、アクセスポイント12の制御システム18は、DMGビーコンが受信され
たかどうかを判断する(ブロック90)。回答がNoであり、DMGビーコンがアクセスポイント1
2によって受信されていなかった場合、プロセスはブロック84に戻る。しかしながら、ブ
ロック90に対する回答がYesであり、アクセスポイント12がDMGビーコンを受信していた場
合、アクセスポイント12がウェイクするとともに、無指向性信号24またはビーム形成され
た信号24'の形態であってもよいプローブ要求を開始する(ブロック92)。リモートデバイ
ス14がプローブ要求を受信し(ブロック94)、前述のように通信が開始し得る。ブロック84
に戻り、タイムアウトがある場合、スキャンが終了し得る(ブロック100)。
【００２２】
　さらなる例として、図5は、プロセス80において交換される場合がある一連の信号110を
示している。一連の信号110は、アクセスポイント12がスリープモードであり、したがっ
て、最初はアクセスポイント12からの送信がない(たとえば、「沈黙(Silence)」)と理解
することから開始する。一連の信号110は、より実際的には、発見段階を伴うポイントLで
開始する。リモートデバイス14は、DMGビーコン(信号112)をアクセスポイント12に送信す
る。アクセスポイント12は、DMG信号(信号116)を局管理エンティティ(SME)114に渡し、局
管理エンティティ(SME)114は、アクセスポイント12のウェイクアップ(信号118)を開始す
る。今ではアクセスポイント12はアウェイクしており、ビームフォーミング(信号120)を
実行することが可能である。リモートデバイス14は、ビームフォーミングフレーム(信号1
20)を受信するまで、DMGビーコン(信号112)を再送する場合があることに留意されたい。
【００２３】
　引き続き図5を参照すると、リモートデバイス14がビームフォーミングフレーム(信号12
0)を受信すると、リモートデバイス14は、アウェイクしているアクセスポイント12に対し
てプローブ要求(信号122)を開始する場合があり、プローブ要求は、SME114とも共有され
る。アクセスポイント12が完全にアウェイクする前にプローブ要求(信号122)が送信され
た場合、アクセスポイント12は応答せず、リモートデバイス14は、プロトコル内の通常の
発見技法の一部として、プローブ要求を(たとえば、周期的に)再送する場合がある。SME1
14は、開始信号124をアクセスポイント12に与える。次いで、アクセスポイント12は、プ
ローブ応答信号126を与える。今ではアクセスポイント12はアウェイクしており、ペアが
関連付けを解除する(信号132)ときまで、リモートデバイス14をアクセスポイント12に関
連付ける(信号130)ことを可能にする複数の無指向性ビーコン信号128を生成する場合があ
り、関連付けを解除した後、アクセスポイント12はスリープに戻る。
【００２４】
　最適な設計は信号118においてアクセスポイント12がウェイクするのに十分な時間を与
えるが、ウェイクするのを終了するまでに、アクセスポイント12が複数のリモートデバイ
ス14から複数のDMGビーコン(信号112)を受信し得る可能性がある。そのような場合、アク
セスポイント12は複数のビームフォーミングフレーム(信号120)を送信してもよい。WiGig
プロトコル内の現行の慣例的な規則は、そのような複数のビームフォーミングフレームの
受信に対応する。
【００２５】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュー
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ル、回路、およびアルゴリズムは、電子ハードウェア、メモリもしくは別のコンピュータ
可読媒体に記憶され、プロセッサもしくは他の処理デバイスによって実行される命令、ま
たは両方の組合せとして実装され得ることを、当業者はさらに了解されよう。本明細書で
説明するデバイスは、例として、任意の回路、ハードウェア構成要素、集積回路(IC)、ま
たはICチップにおいて利用され得る。本明細書で開示するメモリは、任意のタイプおよび
サイズのメモリであってもよく、所望の任意のタイプの情報を記憶するように構成され得
る。この互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、
回路、およびステップについて、概してそれらの機能に関して上記で説明した。そのよう
な機能がどのように実装されるかは、特定の適用例、設計上の選択、および/またはシス
テム全体に課された設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに
様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起
こすものと解釈されるべきではない。
【００２６】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(
ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理
デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本
明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装ま
たは実行され得る。プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プ
ロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステ
ートマシンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、
たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連
携した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として
実装され得る。
【００２７】
　本明細書で開示する実施形態は、ハードウェアで具現化されてもよく、ハードウェアに
記憶される命令で具現化されてもよく、たとえば、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラ
ッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)、電気的プログラマブルROM(EPROM)、電気的消去
可能プログラマブルROM(EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、C
D-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態のコンピュータ可読媒体に存在
してもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体
に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体は
プロセッサと一体化されてもよい。プロセッサおよび記憶媒体はASICに存在してもよい。
ASICはリモート局に存在してもよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、個別構
成要素として、リモート局、基地局、またはサーバに存在してもよい。
【００２８】
　本明細書の例示的な実施形態のいずれかに記載する動作ステップは、例および説明を提
供するために記載されていることにも留意されたい。記載した動作は、図示した順序以外
の多数の異なる順序で実行されてもよい。さらに、単一の動作ステップに記載した動作は
、実際にはいくつかの異なるステップで実行されてもよい。加えて、例示的な実施形態で
説明した1つまたは複数の動作ステップは、組み合わされてもよい。当業者には容易に明
らかになるように、フローチャート図に示す動作ステップは多数の異なる修正を受ける場
合があることを理解されたい。情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれ
かを使用して表され得ることも、当業者には理解されよう。たとえば、上記の説明全体に
わたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、および
チップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、または
それらの任意の組合せによって表され得る。
【００２９】
　本開示の前述の説明は、いかなる当業者も本開示を作製または使用できるようにするた
めに与えられる。本開示に対する様々な修正は、当業者に容易に明らかになり、本明細書
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用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるもの
ではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられ
るべきである。
【符号の説明】
【００３０】
　　10　通信ネットワーク
　　12　アクセスポイント
　　14　リモートデバイス
　　16　電源
　　18　制御システム
　　20　ワイヤレストランシーバ
　　22　アンテナ
　　24　無指向性ビーコン信号
　　24'　ビーム形成された信号
　　26　ユーザインターフェース
　　28　制御システム
　　30　セルラーワイヤレストランシーバ
　　32　アンテナ
　　34　リモートデバイスワイヤレストランシーバ、ワイヤレストランシーバ
　　36　アンテナ
　　40　プロセス
　　60　プロセス
　　80　プロセス
　　110　一連の信号
　　112　信号
　　114　局管理エンティティ、SME
　　116　信号
　　118　信号
　　120　信号
　　122　信号
　　124　信号
　　126　プローブ応答信号
　　128　無指向性ビーコン信号
　　130　信号
　　132　信号
　　L　ポイント
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月6日(2016.9.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムであって、
　リモートデバイス(RD)であって、
　　約60GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、
　　ユーザインターフェースと、
　　前記RDワイヤレストランシーバおよび前記ユーザインターフェースに動作可能に結合
されるRD制御システムと
　を備えるリモートデバイス(RD)と、
　アクセスポイント(AP)であって、
　　約60GHzで動作し、事前定義されたプロトコルを使用して前記RDワイヤレストランシ
ーバと通信するように構成されるAPワイヤレストランシーバと、
　　前記APワイヤレストランシーバに動作可能に結合され、前記APをスリープモードにす
るように構成されるAP制御システムであって、前記スリープモードである間、ビーコン信
号が前記APによって送信されない、AP制御システムと
　を備えるアクセスポイント(AP)と
を備え、
　前記RD制御システムは、ウェイクアップ信号を受信すると、前記APが前記APへの前記RD
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の登録を開始するためにビーム形成されたビーコン信号を前記RDに送信し始めるように、
前記RDワイヤレストランシーバを介して前記ウェイクアップ信号を前記APに送信するよう
に構成される、通信システム。
【請求項２】
　前記RDワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作する、請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記APが電源を備える、請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記電源がバッテリーである、請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
　前記AP制御システムが、前記APワイヤレストランシーバに、前記ウェイクアップ信号の
受信後のある時間期間の間、無指向性ビーコン信号を送信させるように構成される、請求
項1に記載のシステム。
【請求項６】
　前記RDが、前記APへの前記RDの前記登録の後に、前記APを使用するように構成される、
請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
　ワイヤレス通信システムのためのアクセスポイント(AP)であって、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するAPワイヤレストランシーバと、
　前記APワイヤレストランシーバに動作可能に結合されるAP制御システムであって、
　　通常動作モードの間に潜在的なクライアントデバイスの位置を特定するために無指向
性ビーコン信号を送信し、
　　非アクティビティ期間の後に前記APの電力消費要素を、ビーコン信号が前記APによっ
て送信されないスリープモードにし、
　　前記スリープモードである間に潜在的なクライアントデバイスから信号を受信し、
　　前記信号の受信に応答して前記スリープモードからウェイクアップし、
　　サービス記述を有するプローブを前記潜在的なクライアントデバイスに向ける
　ように構成されるAP制御システムと
を備えるAP。
【請求項８】
　前記APワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作する、請求項7に記載のAP。
【請求項９】
　電源をさらに備える、請求項7に記載のAP。
【請求項１０】
　前記電源がバッテリーである、請求項9に記載のAP。
【請求項１１】
　前記AP制御システムが、前記APワイヤレストランシーバに、前記ウェイクアップ信号の
受信後のある時間期間の間、前記通常動作モードで無指向性ビーコン信号を送信させるよ
うに構成される、請求項7に記載のAP。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信システムのためのリモートデバイス(RD)であって、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで動作するRDワイヤレストランシーバと、
　RDユーザインターフェースと、
　前記RDワイヤレストランシーバおよび前記RDユーザインターフェースに動作可能に結合
されるRD制御システムであって、
　　アクセスポイント(AP)から無指向性ビーコン信号を受信し、
　　ビーコン信号が前記APによって送信されないスリープモードに前記APがある間に、信
号を前記APに送信し、
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　　前記信号に応答して前記APから指向性プローブを受信する
　ように構成されるRD制御システムと
を備える、RD。
【請求項１３】
　前記RDがモバイル端末を含む、請求項12に記載のRD。
【請求項１４】
　前記モバイル端末がスマートフォンを含む、請求項13に記載のRD。
【請求項１５】
　前記RDワイヤレストランシーバが、Institute of Electrical and Electronics Engine
ers(IEEE)802.11ad規格に従って動作するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１６】
　前記RD制御システムが、前記指向性プローブの受信後に、前記APへの前記RDの登録を実
施するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１７】
　前記信号がDMG信号を含む、請求項12に記載のRD。
【請求項１８】
　前記RD制御システムが、前記ユーザインターフェースを介して受信されたユーザ入力に
応答して、前記信号を送信するように構成される、請求項12に記載のRD。
【請求項１９】
　前記RD制御システムが、前記信号を周期的に送信するように構成される、請求項12に記
載のRD。
【請求項２０】
　通信ネットワークを確立する方法であって、
　非アクティビティ期間の後にアクセスポイント(AP)の電力消費要素をスリープモードに
するステップであって、前記スリープモードである間、ビーコン信号が前記APによって送
信されない、ステップと、
　前記スリープモードである間に潜在的なクライアントリモートデバイス(RD)から信号を
受信するステップと、
　前記信号の受信に応答して前記スリープモードからウェイクアップするステップと、
　サービス記述を有するプローブを前記潜在的なクライアントRDに向けるステップと、
　事前定義されたプロトコルにおいて約60GHzで前記APと前記潜在的なクライアントRDと
の間の通信を可能にするステップと
を含む方法。
【請求項２１】
　前記事前定義されたプロトコルがInstitute of Electrical and Electronics Engineer
s(IEEE)802.11adプロトコルを含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記スリープモードからウェイクアップした後に前記APから無指向性ビーコン信号を生
成するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
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